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  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【新城市】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

○外国人児童生徒等教育担当者連絡会 

・構 成 員   教育委員会学校教育課指導主事、日本語指導教室担当教員 

日本語初期指導教室指導員、外国人児童生徒等在籍校日本語教育担当者 

 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

外国人児童生徒等教育担当者連絡会を年２回、紙面開催にて実施。年度当初の４月に１年間の指導に

ついて方向性を共通理解し、年度末の２月には１年間の振り返り・課題に対するまとめ等の活動を進めた。

各学期末には、初期指導教室情報共有する場として、学校教育課指導主事と日本語初期指導教室指導員

は、対応児童生徒に関する情報交換を行った。 

 

（２）学校における指導体制の構築 

 日本語指導教室設置校２校を拠点校として、日本語指導教室「きぼう」を設置し、日本語初期指導教室指

導員を各１名配置した。外国人児童生徒等支援員４名は、児童生徒の入り込み支援、保護者対応の通訳、

翻訳を行うため、日本語指導教室設置校２校と日本語指導教室未設置校４校に派遣した。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

 外国人児童生徒等教育担当者連絡会における「特別の教育課程」の編成と実施についての説明を受け、

各校は「特別の教育課程」を作成し、「特別の教育課程」指導計画一覧表を市教育委員会へ提出した。市

教育委員会の学校訪問指導時に学校教育課指導主事が「特別の指導計画」の実施状況を確認及び助言・

指導を行った。 

 

（４）成果の普及 

教育委員会のホームページにて、日本語初期指導教室「きぼう」設置の概要を公表し、市内の小中学校

及び関係諸機関にその旨を周知した。また、外国人児童生徒等保護者が市内に転入手続きを行う窓口に

て、日本語初期指導教室「きぼう」を紹介し、来日間もない児童生徒の日本語指導及び生活適応支援につ

なげた。外国人児童生徒等教育担当者連絡会において、教材や指導の実際を共有化し、各学校の外国人

児童生徒等の日本語指導に生かした。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

児童生徒等の母語が分かる外国人児童生徒等支援員が、日本語初期指導教室にて、通訳・入り込み支

援・日本語指導補助、保護者対応を行った。また、日本語指導教室未設置校４校においても、通訳・入り込

み支援・日本語指導補助、配付文書翻訳等の保護者対応を行った。 
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３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

市としての外国人児童生徒等支援の方向性を周知することで、統一した指導を展開することができた。日

本語初期指導教室「きぼう」での実践および日本語指導教室での実践を共有することで、支援体制の見直し

を図り、指導や支援の充実を図った。外国人児童生徒等教育担当者連絡会が紙面開催となったことで、学

校間の情報共有という点では不十分な面があった。今後は、外国人児童生徒等の指導に関わる教員のつな

がりを密にすることによって、情報交換を行いやすい環境を整えていきたい。 

 

（２）学校における指導体制の構築 

日本語指導教室が設置されている学校においては、担当教員と初期指導教室指導員の連携が容易にな

り、複数の視点から児童生徒への支援を行うことができた。しかし、日本語初期指導教室指導員は２名で、

日本語指導教室未設置校に在籍する児童生徒に対応する時間数を十分に確保できなかったのが現状であ

る。今後は、日本語初期指導教室指導員の増員を検討したい。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

外国人児童生徒等が在籍する市内小中学校を対象に説明や指導を実施することにより、「特別の教育課

程」の編成と実施については、ほぼ周知することができ、対象の児童生徒の日本語能力の向上、学習教科

内容の理解が図られた。一部、まだ周知が不十分な面もあったため、個に応じた支援を充実させるために

も、「特別の教育課程」の編成とそれに基づいた日本語指導を確実に実施していきたい。 

 

（４）成果の普及 

外国人児童生徒等保護者が市内に転入手続きを行う窓口にて、日本語初期指導教室「きぼう」を紹介し

たことで、外国人児童生徒の入級及び日本語習得の意欲向上のきっかけとなった。また、外国人児童生徒

等教育担当者連絡会での情報共有だけではなく、市内の校務支援システムに日本語指導フォルダを作成

し、教材等の共有化を図ったことにより、外国人児童生徒等への支援の幅を広げることができた。 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

母語が分かる外国人児童生徒等支援員の存在により、児童生徒との意思疎通がスムーズになり、日本語

初期指導教室指導員や日本語指導担当教員、在籍学級の担任の負担を軽減することができた。また、児童

生徒だけでなく保護者と学校との信頼関係を築く一助となった。しかし、外国人児童生徒等支援員は、ポル

トガル語３名、タガログ語１名の計４名で対応しているが、多様化する言語への対応が難しくなっている。 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 

  ３１人 

（ ５校 ） 
   ６人 

（ ２校 ） 

      

人 

（   校） 

      

人 

（   校）  

      

人 

（   校） 

 

人 

（   校） 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

３１人 

（ ５校 ） 

    ３人 

（ ２校 ） 

      

人 

（   校） 
 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 
 

４．その他（今後の取組予定等） 

日本語指導を必要としているすべての対象児童生徒が適正な指導を受けられるように安定した支援体制の構築

を進めていく。また、多言語の通訳の充実を図るとともに、１人１台配付されたタブレット端末の活用による効果的な

支援を考えていきたい。 

 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 




